
 お手数ですが、ご担当の方はこの注意事項をコピーしていただくか、当支部ホームページ（https://www.kouritu.or.jp/mie/）
をご覧いただくようご指導のうえ、受診決定された方に受診券をお渡しください。 

 

人間ドックを受診するうえでの注意事項 
（令和８年度 第１回募集分） 

 

 人間ドック受診予定者の皆様へ 

公立学校共済組合三重支部 

 

以下の要領により、受診予定日の決定、受診に向けての準備を行ってください。 

公平性の確保の観点から、本年度より③の健診機関について予約開始日を設定しています。 

１．受診日の決定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健診機関名 乳がん検査（注２） 子宮頸がん検査（注３） 

01 東海中央病院（１泊２日） マ・エ ○ 

 東海中央病院（１日） マ ○ 

05 くわな健康クリニック マ・エ ○ 

08 富田浜病院 マ・エ ○ 

26 済生会松阪総合病院 マ・エ ○ 

 

 後日、健診機関からご自宅あてに受診日

が通知されます。 

 通知・案内を確認してください。 

Ｐ１①を確認！ 

 受診日が指定されています。 

 受診券を確認してください。 

Ｐ２②を確認！ 

東海中央病院 

くわな健康クリニック 

富田浜病院 

済生会松阪総合病院 
① 

津健康クリニック 

遠山病院 

伊勢赤十字病院 

市立伊勢総合病院 

岡波総合病院（※） 

伊勢ひかり病院 

名張市立病院 

② 

①及び②以外の 

      健診機関 ③ 

 各自、健診機関と電話（一部ホームページ

可）で予約開始日（５月１５日）以降に日程

調整を行ってください。 

Ｐ２～Ｐ４③を確認！ 

※ 岡波総合病院については、後日健診機関から所属所に受診券が送付されます。 

別紙２ 

①  次の健診機関に決定された方は、後日、健診機関から受診日等の通知が直接ご自宅あてに送付され

ます。送付がありましたら、ご自身で、受診券に受診日を記入してください。 

 指定された受診日や検査項目の変更、オプション検査の追加等については、お早めに健診機関に連

絡してください（注１）。 
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健診機関名 電話番号 
電話受付曜日及び時間 

（注５） 

乳がん 

検 査 

（注２） 

子 宮 

頸がん 

検 査 

（注３） 

03 桑名市総合医療センター 0594-22-2831 月～金 13:00～16:00 マ・エ × 

04 ヨナハ健診クリニック 0120-301-478 月～水、金  9:00～17:00 マ・エ ○ 

  0594-23-7242 木  9:00～12:00   

06 いなべ総合病院 0594-72-8711 月～金 11:00～16:00 マ・エ ○ 

       

健診機関名 電話番号 
受診日変更・取消の電話

受付曜日及び時間（注５） 

乳がん検査 

（注２） 

子宮頸がん 

検査（注３） 

18 津健康クリニック 059-226-0456 

月～水,金  8:00～12:00 マ・エ ○ 

 13:30～17:15 

木・土 8:00～12:00 

20 遠山病院 059-224-7006 月～金  9:00～16:00 マ ○ 

   
第２・第

４土 
 9:30～12:00   

31 伊勢赤十字病院 0596-65-5021 月～金 10:00～16:00 マ・エ ○ 

32 市立伊勢総合病院 0596-23-5416 月～金  9:00～17:00 マ・エ ○ 

33 伊勢ひかり病院 0596-22-1155 月～金 14:00～16:00 マ 〇 

35 岡波総合病院（注７） 岡波総合病院から送付される案内にしたがっ

てＦＡＸで受診日を調整してください。 

マ・エ ○ 

38 名張市立病院 0595-61-1100  月～金  8:30～17:00 マ・エ 〇 

②  次の健診機関に決定された方は、健診機関の受入体制の関係から、事前に受診日が指定されていま

す（注４）。指定された受診日に受診できない場合は、お電話等にて変更手続き（注５、注６）を行って

ください。乳がん・子宮がん検査のキャンセル、検査項目の変更、オプション検査の追加等について

は、お早めに健診機関に連絡してください（注１、注５）。 

 なお、諸事情により遠山病院の受診日決定方法が募集時に通知したものから変更されております

ので、ご注意ください。 

③  次の健診機関に決定された方は、決定された健診機関へ直接電話をして 

いただき、相互で話合いのうえ、受診日の決定を行ってください（注５、注６）。 

受診日が決定したら、自身で受診券に受診日を記入してください。 

 なお、公平性確保の観点から、本年度より予約開始日を設定しております。・ 

 電話予約は、予約開始日（令和８年５月１５日）以降、令和８年６月１９日（金）まで（フェニ

ックス健診クリニックは令和８年６月１２日（金）まで）にお願いします。期限までに連絡がなか

った場合、受診できない場合がありますのでご注意ください。 

 乳がん・子宮がん検査のキャンセル、検査項目の変更、オプション検査の追加等については、お

早めに健診機関に連絡してください。（注１） 
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07 みたき健診クリニック 0120-177-667 月～金  9:00～12:00 マ・エ ○ 

    13:00～16:00   

   土  9:00～12:00   

  ホームページ（https://kenshin.mitaki.or.jp）で予約可。 

09 四日市羽津医療センター 059-331-1211 月～金  8:30～17:00 マ・エ ○ 

10 四日市近畿健康管理センター 059-271-8545 月～金  9:00～16:00 マ・エ ○ 

  ホームページ(https://www.kkc-healthcare.jp/clinic/reserve)で予約可。 

11 菰野厚生病院 059-393-1212 月～金 13:00～16:30 マ ○ 

12 鈴鹿中央総合病院 059-384-1017 月～金 12:30～16:30 マ・エ ○ 

13 鈴鹿回生病院 059-375-1294 月～金 10:00～12:00 マ・エ ○ 

    14:00～16:00   

14 塩川病院 059-379-6333 月～金 13:00～17:00 マ 〇 

15 中京サテライトクリニック三重 059-373-4875 月～土  8:00～17:00 マ・エ ○ 

16 津近畿健康管理センター 059-269-5678 月～金  9:00～16:00 マ・エ ○ 

  ホームページ(https://www.kkc-healthcare.jp/clinic/reserve)で予約可。 

17 倉本病院 059-222-1021 月～土  8:30～12:30 × × 

19 三重県健康管理事業センター 059-202-4300 月～金  9:00～16:00 マ・エ ○ 

21 永井病院 059-228-5193 月～金  9:00～16:00 マ・エ ○ 

22 フェニックス健診クリニック 059-227-5605 月～水、金 10:00～17:00 マ・エ ○ 

   木、土  9:00～12:00   

23 武内病院 059-253-8035 月、火、木～土 14:00～17:00 マ・エ 〇 

24 県立一志病院 059-262-0600 月～金  8:30～17:15 エ(別日) × 

25 桜木記念病院 0598-31-2600 月～水、金  9:00～17:00 マ ○ 

   木、土  9:00～12:00   

27 松阪中央総合病院 0598-21-8248 月～金 14:00～16:30 マ・エ ○ 

   ホームページ（https://epoch.resv.jp）で予約が可能です。 

28 松阪市健診センター 0598-23-7563 月～金  9:00～16:00 マ ○ 

29 松阪厚生病院 0598-29-1311 月～金  8:30～17:00 マ・エ ○ 

30 玉城病院 0596-58-7301 月～金  9:00～15:00 マ・エ × 

34 県立志摩病院 0599-43-0501 月～金 13:00～16:30 マ ○ 

36 伊賀市健診センター 0595-24-1186 月～金 10:00～16:00 マ・エ ○ 

37 寺田病院 0595-41-2323 月～水、金 13:00～17:00 マ・エ ○ 

39 尾鷲総合病院 0597-22-3111 火、金 8:30～16:30 マ・エ ○ 

   月、水、木 13:00～16:30   

40 紀南病院 05979-2-1333 月～金  9:00～16:00 マ ○ 

  （内線 324）     

 
 
 
  

 各健診機関では公立学校共済組合の人間ドック以外にも多くの健診を行っています。 

 受診日については、必ずしも希望どおりとならない場合がありますので、あらかじめ

ご了承願います。 
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２．受診日・オプションの変更 

  各自で直接健診機関へ連絡を行ってください（注８）。受診日の変更については受診券に記載されてい

る受診日を各自で訂正してください。当支部への報告は必要ありません。 

  オプションや検査の一部のみを変更・キャンセルする場合も必ず健診機関へ連絡してください。 

 
 

３．受診の取消（本年度の受診をキャンセルする場合） 

  早急に各自で直接健診機関へ連絡をお願いします（注８）。 

  健診機関で了承された後、受診券の受診取消報告欄に必要事項を記入し、受診券を当支部へ返却

してください。 

  各健診機関では、数日前から準備も含め、医師、看護師、検査技師等が待機していますので、直

前の受診取消は遠慮願います。止むを得ず受診できない場合は、早めにご連絡願います。 

  近年、健診機関への報告がないまま、受診をキャンセルする方が増えています。健診機関に迷惑

がかかり、翌年度以降の受診枠が確保できない等、人間ドック事業全体に影響が及ぶこともありま

すので、受診できない場合は、必ず健診機関へ連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 
 
 

４．受診に当たっての注意事項 
 （１）受診日において、当支部の組合員資格又は互助会の会員資格を喪失している場合は、受診券を

利用して受診することはできません。 

 
 
 （２）県費職員のうち、公立学校職員は「公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則｣の規定に基

づき特別休暇が、三重県教育委員会事務局職員は｢職務に専念する義務の特例に関する規則｣の規

定に基づき職務専念義務免除がそれぞれ認められます。 

    市町費支弁職員及び団体職員については、当該市町又は団体の規程の定めるところによります。 

    検査の結果、二次検査（精密検査）が必要とされた場合は、その検査に要した時間について、

上記勤務上の取扱いが適用される場合がありますので、所属する教育委員会等にてご確認をお願

いします。 

 

 

 （３）受診についての案内、問診表及び検便容器等が健診機関から受診日の１～２週間前までにご自

宅へ送付される予定ですので、必ず各自で内容を確認し、持ち物（コンタクトレンズ着用の方は

容器）等の事前準備をよくご確認のうえ受診してください。 

受診案内等が届かない場合は、健診機関へ直接連絡してください。 

  

 
 キャンセルに当たり、健診機関への連絡や、当支部への受診券返却を怠った場合、翌

年度の人間ドック事業における決定優先順位が下がる場合があります。 

 また、健診機関によってはキャンセル料が発生する場合があります。 



- 5 - 

 （４）オプション検査（胃カメラ等）を希望される方は、事前に各自で直接健診機関に申し込んでく

ださい。受診予定日の直前は、健診機関において対応できない場合がありますので、早めのお申

込みをお願いします。 

    オプション検査の受診による追加料金は受診者自己負担となります。 

 

 

 （５）国が実施する「女性特有のがん検診推進事業」に基づき、お住まいの市区町村から発行される

「乳がん検診無料クーポン券」及び「子宮頸がん検診無料クーポン券」と、当事業を同じ検査項

目で併用することはできません。（注９） 

 

 

 （６）持病がある方、妊娠中の方及び授乳中の方、臓器摘出手術を受けたことがある方、インプラ

ントを挿入してる方、新型コロナウイルス感染症等の感染症を発症して一定期間を経過してい

ない方等は一部受診が制限されることがあります。ご不明な点がありましたら、必ず事前に健

診機関へご確認ください。 

 
 
 （７）一部検査を受診しなかった場合であっても受診者自己負担金の調整は行いませんので、あらか

じめご承知おきください。 

 

 

 （８）受診決定時以降に氏名が変更となった場合は、受診券に記載されている氏名を各自で訂正した

うえで受診し、共済組合員の方は、当支部へ「記載事項等変更申告書」を提出してください。有

効期限内の資格確認書をお持ちの方は、資格確認書の添付が必要です。 

    「記載事項等変更申告書」用紙は、当支部ホームページからダウンロードしてご利用ください。 

 

 

 （９）受診日当日は受診券と併せてマイナ保険証または有効期限内の格確認書のいずれかを健診機関

の窓口へ提出してください。受診券を紛失した場合は、健診機関での再交付が可能ですので、健

診機関の窓口にお申し出ください。 

 
 
 （10）組合員が東海中央病院で受診される方は、「直営医療施設利用奨励費」の請求ができます（注 10）

ので、受診日当日に印鑑を持参してください。 

 
 
 （11）共済組合員の人間ドックの結果については、特定健康診査（「高齢者の医療の確保に関する法律」

に基づく健診）の健診記録に代えていただくことを前提に受診決定を行っております。また、厚

生労働省のデータヘルス計画に基づく受診勧奨を行うため、人間ドックの結果を健診機関から当

支部へ受診結果の提供を受けます。 

    提供を受けた情報のうち、特定健康診査に係るものは共済組合において保管・管理し、その後

の特定保健指導（外部委託により実施予定）に活用しますのであらかじめご承知おきください。 
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（12）受診者アンケートを実施しています（一部健診機関を除く。）ので、ご協力をお願いします。  

 

 

（13）次表の健診機関においては、人間ドック受診当日に特定保健指導を実施（対象者のみ）します。

費用は、当支部が全額負担いたしますので、ぜひご利用ください。 

01 東海中央病院 12 鈴鹿中央総合病院 

04 ヨナハ健診クリニック 13 鈴鹿回生病院 

05 くわな健康クリニック 15 中京サテライトクリニック 

06 いなべ総合病院 16 津近畿健康管理センター 

07 みたき健診クリニック 19 三重県健康管理事業センター 

08 富田浜病院 22 フェニックス健診クリニック 

09 四日市羽津医療センター 26 済生会松阪総合病院 

10 四日市近畿健康管理センター 36 寺田病院 

11 菰野厚生病院  

  

 

（14）検査終了後、健診機関から食事（食券）が提供される場合がありますが、あくまで健診機関か

らのサービスであり、当支部と健診機関との契約事項に含まれているものではありません。 

 

 

５．その他 
 （１）（一財）三重県退職教職員互助会（以下「退教互」）に加入されている現職会員の方は、最終的

な自己負担金額が 6,000 円以上であった場合、領収書のコピーを添付して退教互に申請すること

により、会員一人につき、年度内１回に限り 3,000 円の補助を受けることができます。 

    人間ドックと脳ドックなど、１年間に複数の健診を受診される場合であっても、補助を受ける

ことができるのは、会員一人につき、年度内１回限りとなります。 

    詳細については、退教互（ＴＥＬ：０５９－２２６－５２３５）へ直接お問い合わせください。 

 
 
 （２）本事業における受診結果を事業主が行う定期健康診断の受診結果に代替する場合、該当者の個

人を特定する情報（氏名、生年月日等）及び受診（予定）健診機関を、当支部から事業主に対し

て提供することがあります（健診結果を提供することはありません。）ので、あらかじめご承知お

き願います。 

    その他、個人情報の取扱いについては、「公立学校共済組合個人情報保護方針」に基づき適切に

処理します。 
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（脚注） 

 注１．オプション検査に係る料金等の詳細については、健診機関へ直接お問い合わせください。 

 
 注２．「マ、エ」：標準検査（共済組合負担）としてマンモグラフィー又は乳腺エコーのいずれか一つを選

択して受診可 

    「マ」：標準検査（共済組合負担）としてマンモグラフィーの受診可 

    「エ」：標準検査（共済組合負担）として乳腺エコーの受診可 

    視触診については半数以上の健診機関において実施不可となっています。 

 
 注３．「○」：標準検査として子宮頸部細胞診を実施  「×」：子宮頸部細胞診実施不可 

 
 注４．受診券の受診日欄に印字されています。（岡波総合病院については、注７を参照してください。） 

 
 注５．受付は、いずれの健診機関も祝日を除きます。 

 

 注６．予約の際は、健診機関の受付処理の都合上、必ず「公立学校共済組合の人間ドックである旨、所属

所名、お名前、生年月日」を告げていただいたうえで、受診日の決定を行ってください。 

    夏季及び冬季休暇期間は受診希望者が集中します。当該期間を希望される方はお早めに健診機関へ

連絡をお願いします。 

 
 注７．岡波総合病院に決定された方は、後日、健診機関から所属所に受診券が送付されます。受診日の変

更については、所定の様式（後日病院より送付）により、お早めにＦＡＸにて直接病院へ手続きを行

ってください。 

 
 注８．Ｐ１、１①の健診機関については、健診機関から送付される案内にしたがってください。 

 
 注９．当事業において、乳がん検診はマンモグラフィー又は乳腺エコーのいずれか一つを標準項目として

います。当事業で受診しない検査について、クーポン券を利用していただいて構いません。 

 
 注 10．自宅から病院までの最も経済的な通常の経路で計算する往復交通費（タクシー料金は支給対象外）

の９割相当額が、別途病院から支給されます。 

    非共済組合員（互助会の会員資格のみを有している方）には適用されません。 

 

 
 
 
 
 
 

 
   公立学校共済組合三重支部 福祉班 

〒５１４－０００４ 津市栄町１－９５４ 三重県栄町庁舎５階 
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【事務担当】 大田・世古口・脇田 


